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○ 諫 早 市 福 祉 医 療 費 の 支 給 に 関 す る 条 例  

平 成 １ ７ 年 ３ 月 １ 日  

条 例 第 １ １ ５ 号  

改 正  平 成 １ ７ 年 ７ 月 ２ ９ 日 条 例 第 ２ ３ ３ 号  

平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ ９ 日 条 例 第 １ ３ 号  

平 成 １ ８ 年 ９ 月 ２ ５ 日 条 例 第 ３ ７ 号  

平 成 ２ ０ 年 ２ 月 ４ 日 条 例 第 １ 号  

平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ２ ５ 日 条 例 第 ３ 号  

平 成 ２ ２ 年 ９ 月 ３ ０ 日 条 例 第 １ ３ 号  

平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ３ ０ 日 条 例 第 １ ７ 号  

平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日 条 例 第 ２ ６ 号  

平 成 ２ ５ 年 ６ 月 ２ ８ 日 条 例 第 １ ４ 号  

平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 ３ １ 日 条 例 第 ３ １ 号  

平 成 ２ ６ 年 ８ 月 １ ２ 日 条 例 第 １ ９ 号  

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ４ 日 条 例 第 ８ 号  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 障 害 者 、 子 ど も 、 母 子 家 庭 に お け る 母 と 子 、

父 子 家 庭 に お け る 父 と 子 及 び 寡 婦 等 に 対 し 、 医 療 費 の 一 部 （ 以 下

「 福 祉 医 療 費 」 と い う 。 ） を 支 給 す る こ と に よ り 、 福 祉 の 増 進 を

図 る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 平 ２ ２ 条 例 ３・平 ２ ２ 条 例 １ ３・平 ２ ５ 条 例 １ ４・平 ２ ８

条 例 ８ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 「 障 害 者 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 者 （ １ ８ 歳 に 満 た な い 児 童 を 含 む 。 ） を い う 。  

(1) 身 体 障 害 者 福 祉 法（ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 ２ ８ ３ 号 ）第 １ ５ 条 第

４ 項 に 定 め る 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者 で 、 身 体 障 害 者

福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 ２ ５ 年 厚 生 省 令 第 １ ５ 号 ） 別 表 第 ５ 号 に

規 定 す る １ 級 か ら ４ 級 ま で の 障 害 が あ る も の  

(2) 療 育 手 帳 交 付 要 綱（ 昭 和 ５ ２ 年 長 崎 県 告 示 第 ６ ８ ２ 号 ）に 定
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め る 療 育 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者  

(3) 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律

第 １ ２ ３ 号 ） 第 ４ ５ 条 第 ２ 項 に 定 め る 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳

の 交 付 を 受 け た 者 で 、 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法

律 施 行 令 （ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 １ ５ ５ 号 ） 第 ６ 条 第 ３ 項 に 規 定 す

る １ 級 の 障 害 が あ る も の  

２  こ の 条 例 に お い て 「 子 ど も 」 と は 、 満 １ ５ 歳 に 達 す る 日 以 後 の

最 初 の ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に あ る 者 を い う 。  

３  こ の 条 例 に お い て 「 母 子 家 庭 の 母 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る 者 で あ っ て 、 現 に ２ ０ 歳 未 満 の 子 を 監 護 し て い る も の

を い う 。  

(1) 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 （ 昭 和 ３ ９ 年 法 律 第 １ ２ ９

号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 に 定 め る 配 偶 者 の な い 女 子  

(2) 配 偶 者 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 １ ３ 年 法 律 第 ３ １ 号 ） 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 命 令

を 申 し 立 て 、 現 に 配 偶 者 に 対 し て 当 該 命 令 が 発 せ ら れ た 女 子  

４  こ の 条 例 に お い て 「 母 子 家 庭 の 子 」 と は 、 母 子 家 庭 の 母 に 現 に

監 護 さ れ て い る 子 又 は 父 母 の な い 子 （ 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福

祉 法 附 則 第 ３ 条 に 規 定 す る 父 母 の な い 児 童 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

で あ っ て 、 １ ８ 歳 未 満 の も の 又 は 高 等 学 校 に 在 学 す る ２ ０ 歳 未 満

の も の を い う 。  

５  こ の 条 例 に お い て 「 父 子 家 庭 の 父 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る 者 で あ っ て 、 現 に ２ ０ 歳 未 満 の 子 を 監 護 し て い る も の

を い う 。  

(1) 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 第 ６ 条 第 ２ 項 に 定 め る 配 偶

者 の な い 男 子  

(2) 配 偶 者 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律

第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 命 令 を 申 し 立 て 、 現 に 配 偶 者 に 対

し て 当 該 命 令 が 発 せ ら れ た 男 子  

６  こ の 条 例 に お い て 「 父 子 家 庭 の 子 」 と は 、 父 子 家 庭 の 父 に 現 に
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監 護 さ れ て い る 子 で あ っ て 、 １ ８ 歳 未 満 の も の 又 は 高 等 学 校 に 在

学 す る ２ ０ 歳 未 満 の も の を い う 。  

７  こ の 条 例 に お い て 「 寡 婦 等 」 と は 、 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福

祉 法 第 ６ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 寡 婦 及 び 同 法 附 則 第 ６ 条 第 １ 項 に 定

め る 者 並 び に 未 婚 の 女 子 で あ っ て 、 次 の 要 件 を 備 え て い る も の を

い う 。  

(1) ひ と り 暮 ら し の 者  

(2) ６ ０ 歳 以 上 ７ ０ 歳 未 満 の 者  

８  前 項 に お い て 「 ひ と り 暮 ら し 」 と は 、 民 法 （ 明 治 ２ ９ 年 法 律 第

８ ９ 号 ） 第 ８ ７ ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 扶 養 義 務 者 が い な い 者 又 は

扶 養 義 務 者 が い る が 世 帯 を 同 一 に し な い 者 を い う 。  

９  こ の 条 例 に お い て 「 保 護 者 」 と は 、 親 権 を 行 う 者 、 後 見 人 そ の

他 の 者 で 、 現 に 障 害 者 又 は 子 ど も を 監 護 し て い る も の を い う 。  

１ ０  こ の 条 例 に お い て 「 医 療 保 険 各 法 」 と は 、 次 に 掲 げ る 法 律 を

い う 。  

(1) 健 康 保 険 法 （ 大 正 １ １ 年 法 律 第 ７ ０ 号 ）  

(2) 船 員 保 険 法 （ 昭 和 １ ４ 年 法 律 第 ７ ３ 号 ）  

(3) 国 民 健 康 保 険 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 １ ９ ２ 号 ）  

(4) 私 立 学 校 教 職 員 共 済 法 （ 昭 和 ２ ８ 年 法 律 第 ２ ４ ５ 号 ）  

(5) 国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 １ ２ ８ 号 ）  

(6) 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 （ 昭 和 ３ ７ 年 法 律 第 １ ５ ２ 号 ）  

１ １  こ の 条 例 に お い て 「 保 険 給 付 」 と は 、 医 療 保 険 各 法 又 は 高 齢

者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ５ ７ 年 法 律 第 ８ ０ 号 ） に 規 定

す る 療 養 の 給 付 、 保 険 外 併 用 療 養 費 、 療 養 費 、 家 族 療 養 費 、 訪 問

看 護 療 養 費 及 び 家 族 訪 問 看 護 療 養 費 を い う 。  

１ ２  こ の 条 例 に お い て 「 負 担 金 」 と は 、 医 療 保 険 各 法 の 規 定 に よ

り 保 険 給 付 を 受 け る 者 が 負 担 す べ き 額 （ 入 院 時 食 事 療 養 費 及 び 入

院 時 生 活 療 養 費 の 標 準 負 担 額 を 除 く 。 ） 及 び 高 齢 者 の 医 療 の 確 保

に 関 す る 法 律 第 ６ ７ 条 第 １ 項 の 一 部 負 担 金 を い う 。  

１ ３  こ の 条 例 に お い て 「 施 設 入 所 者 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か
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に 該 当 す る 障 害 者 を い う 。  

(1) 児 童 福 祉 法（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ）第 ７ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 児 童 福 祉 施 設 （ 障 害 児 入 所 施 設 に 限 る 。 ） に 入 所 す る 者  

(2) 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の

法 律 （ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 障

害 福 祉 サ ー ビ ス （ 療 養 介 護 、 施 設 入 所 支 援 又 は 共 同 生 活 援 助 に

限 る 。 ） を 受 け る 者  

(3) 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の

法 律 附 則 第 ２ ０ 条 の 規 定 に よ り 第 ２ ９ 条 第 １ 項 の 指 定 が あ っ た

も の と み な さ れ た 附 則 第 ４ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 身 体 障 害 者 更

生 援 護 施 設 又 は 附 則 第 ５ ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 知 的 障 害 者 援 護

施 設 に 入 所 す る 者  

（ 平 １ ７ 条 例 ２ ３ ３・平 １ ８ 条 例 １ ３・平 １ ８ 条 例 ３ ７・平

２ ０ 条 例 １・平 ２ ２ 条 例 ３・平 ２ ２ 条 例 １ ３・平 ２ ４ 条 例 １

７・平 ２ ４ 条 例 ２ ６・平 ２ ５ 条 例 １ ４・平 ２ ５ 条 例 ３ １・平

２ ６ 条 例 １ ９ ・ 平 ２ ８ 条 例 ８ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 支 給 対 象 者 ）  

第 ３ 条  福 祉 医 療 費 の 支 給 対 象 と な る 者 （ 以 下 「 支 給 対 象 者 」 と い

う 。 ） は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ っ て 、 市 内 に 住

所 を 有 す る も の （ 施 設 入 所 者 に あ っ て は 、 当 該 施 設 に 入 所 す る 日

（ 以 下 「 施 設 入 所 日 」 と い う 。 ） の 前 日 か ら 引 き 続 き 市 内 に 住 所

を 有 す る 者 に 限 る 。 ） 又 は 市 内 に 住 所 を 有 し な い 施 設 入 所 者 （ 施

設 入 所 日 の 前 日 に お い て 市 内 に 住 所 を 有 し て い た 者 に 限 る 。 ） と

す る 。  

(1) 医 療 保 険 各 法 の 規 定 に よ る 被 保 険 者 、組 合 員 若 し く は こ れ ら

の 被 扶 養 者 で あ る 障 害 者 、 子 ど も 、 母 子 家 庭 の 母 、 母 子 家 庭 の

子 、 父 子 家 庭 の 父 、 父 子 家 庭 の 子 又 は 寡 婦 等  

(2) 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 第 ６ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 の

適 用 を 受 け る 障 害 者 （ 障 害 程 度 等 級 が ４ 級 に 該 当 す る 旨 身 体 障

害 者 手 帳 に 記 載 さ れ た も の 又 は 障 害 の 程 度 が「 B２ 」に 該 当 す る
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旨 療 育 手 帳 に 記 載 さ れ た も の を 除 く 。 ）  

（ 平 １ ８ 条 例 １ ３・平 ２ ０ 条 例 １・平 ２ ２ 条 例 ３・平 ２ ２ 条

例 １ ３ ・ 平 ２ ５ 条 例 １ ４ ・ 平 ２ ８ 条 例 ８ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 支 給 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 支 給 対 象 者 に 係 る 保 険 給 付 に つ き 、 支 給 対 象 者 又

は そ の 保 護 者 が 負 担 金 を 支 払 っ た 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る 額 （ 当 該

負 担 金 に つ い て 法 令 の 規 定 に よ り 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 負 担 に

よ る 医 療 に 関 す る 給 付 及 び 保 険 者 等 の 負 担 に よ る 附 加 給 付 等 が あ

る 場 合 は 、 そ の 額 を 控 除 し た 額 ） を 福 祉 医 療 費 と し て 支 給 す る も

の と す る 。  

(1) 障 害 者 、 子 ど も 、 母 子 家 庭 の 母 、 母 子 家 庭 の 子 、 父 子 家 庭

の 父 及 び 父 子 家 庭 の 子 に あ っ て は 、 保 険 医 療 機 関 等 ご と に 、 負

担 金 に 相 当 す る 額 （ 第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 者 に あ っ て

は 、 通 院 に 係 る も の に 限 る 。 第 ３ 号 に お い て 同 じ 。 ） か ら 控 除

す る 額 の 限 度 額 を １ 月 に つ き １ ， ６ ０ ０ 円 と し て 、 保 険 給 付 が

行 わ れ た 日 ご と の 負 担 金 に 相 当 す る 額 か ら ８ ０ ０ 円 （ ８ ０ ０ 円

に 満 た な い 場 合 は そ の 額 ） を 控 除 し て 得 た 額  

(2) 寡 婦 等 に あ っ て は 、 寡 婦 等 が 病 院 又 は 診 療 所 へ 入 院 し た 場

合 に お け る 負 担 金 に 相 当 す る 額 か ら １ 月 に つ き 当 該 １ 月 に お け

る 入 院 の 日 数 に １ ， ２ ０ ０ 円 を 乗 じ て 得 た 額 を 控 除 し て 得 た 額  

(3) 前 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 者（ 障 害 程 度 等 級 が ３ 級 に 該 当 す る 旨 身

体 障 害 者 手 帳 に 記 載 さ れ た も の 又 は 障 害 の 程 度 が「 B１ 」に 該 当

す る 旨 療 育 手 帳 に 記 載 さ れ た も の を 除 く 。 ） に あ っ て は 、 保 険

医 療 機 関 等 ご と に 、 負 担 金 に 相 当 す る 額 か ら 控 除 す る 額 の 限 度

額 を １ 月 に つ き １ ， ６ ０ ０ 円 と し て 、 保 険 給 付 が 行 わ れ た 日 ご

と の 負 担 金 に 相 当 す る 額 か ら ８ ０ ０ 円 （ ８ ０ ０ 円 に 満 た な い 場

合 は そ の 額 ） を 控 除 し て 得 た 額  

(4) 前 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 者（ 障 害 程 度 等 級 が ３ 級 に 該 当 す る 旨 身

体 障 害 者 手 帳 に 記 載 さ れ た も の 又 は 障 害 の 程 度 が「 B１ 」に 該 当

す る 旨 療 育 手 帳 に 記 載 さ れ た も の に 限 る 。 ） に あ っ て は 、 前 号
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に 掲 げ る 額 に ２ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 額  

２  前 項 の 規 定 に よ り 計 算 さ れ た 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、

こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

（ 平 ２ ０ 条 例 １・平 ２ ２ 条 例 ３・平 ２ ２ 条 例 １ ３・平 ２ ５ 条

例 １ ４ ・ 平 ２ ８ 条 例 ８ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 支 給 の 制 限 ）  

第 ５ 条  支 給 対 象 者 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 前

条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 福 祉 医 療 費 は 支 給 し な い 。  

(1) 障 害 者 本 人 又 は 現 に そ の 者 と 生 計 を 同 じ く す る 配 偶 者 若 し

く は 民 法 第 ８ ７ ７ 条 第 １ 項 に 定 め る 扶 養 義 務 者 の う ち い ず れ か

の 者 の 前 年 の 所 得 が 、 特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 法 律

施 行 令 （ 昭 和 ５ ０ 年 政 令 第 ２ ０ ７ 号 ） 第 ７ 条 に 定 め る 額 を 超 え

る と き 及 び 第 ８ 条 に お い て 準 用 す る 第 ２ 条 第 ２ 項 に 定 め る 額 以

上 で あ る と き 。  

(2) 母 子 家 庭 の 母 又 は 父 子 家 庭 の 父 の 前 年 の 所 得 が 、 児 童 扶 養

手 当 法 施 行 令 （ 昭 和 ３ ６ 年 政 令 第 ４ ０ ５ 号 ） 第 ２ 条 の ４ 第 ２ 項

に 定 め る 額 以 上 で あ る と き 。  

(3) 父 母 の な い 子 と 同 居 し て こ れ を 監 護 し 、か つ 、そ の 生 計 を 維

持 す る 者 の 前 年 の 所 得 が 、 児 童 扶 養 手 当 法 施 行 令 第 ２ 条 の ４ 第

４ 項 に 定 め る 額 以 上 で あ る と き 。  

(4) 母 子 家 庭 の 母 若 し く は 父 子 家 庭 の 父 の 配 偶 者 の 前 年 の 所 得

又 は そ の 母 若 し く は 父 の 民 法 第 ８ ７ ７ 条 第 １ 項 に 定 め る

扶 養 義 務 者 で そ の 母 若 し く は 父 と 生 計 を 同 じ く す る も の の 前 年

の 所 得 が 、 児 童 扶 養 手 当 法 施 行 令 第 ２ 条 の ４ 第 ５ 項 に 定 め る 額

以 上 で あ る と き 。  

(5) 寡 婦 等 が 前 年 分 の 所 得 税 を 課 せ ら れ て い る と き 。  

２  寡 婦 等 が 病 院 又 は 診 療 所 へ 入 院 す る こ と な く 医 療 に 関 す る 給

付 を 受 け た と き は 、 福 祉 医 療 費 は 、 支 給 し な い 。  

（ 平 ２ ０ 条 例 １・平 ２ ２ 条 例 ３・平 ２ ２ 条 例 １ ３・平 ２ ５ 条

例 １ ４ ・ 一 部 改 正 ）  



7/11 

（ 受 給 資 格 の 認 定 ）  

第 ６ 条  支 給 対 象 者 は 、福 祉 医 療 費 の 支 給 を 受 け よ う と す る と き は 、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 受 給 資 格 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら

な い 。  

（ 平 ２ ２ 条 例 ３ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 受 給 者 証 の 交 付 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ り 、受 給 資 格 の 認 定 を 受 け た 者（ 以

下 「 受 給 者 」 と い う 。 ） に 対 し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 受

給 者 証 を 交 付 す る 。  

（ 受 給 者 証 の 提 示 ）  

第 ８ 条  受 給 者 は 、 医 療 を 受 け る 場 合 、 保 険 医 療 機 関 等 に 対 し て 受

給 者 証 を 提 示 す る も の と す る 。  

（ 平 ２ ５ 条 例 １ ４ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 支 給 の 方 法 ）  

第 ９ 条  福 祉 医 療 費 の 支 給 を 受 け よ う と す る 場 合 は 、 規 則 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 に 定 め る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 当 該 申 請

に 係 る 支 給 額 を 決 定 し 、 申 請 者 に 支 給 す る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 支 給 対 象 者 で あ る 乳 幼 児 （ 子 ど も

の う ち 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 者 を い う 。 ） が 市 長 が 定

め る 保 険 医 療 機 関 等 に お い て 保 険 給 付 を 受 け た と き は 、 市 長 は 、

受 給 者 が 当 該 保 険 医 療 機 関 等 に 支 払 う べ き 負 担 金 に つ い て 、 福 祉

医 療 費 と し て 当 該 受 給 者 に 対 し 支 給 す べ き 額 の 限 度 に お い て 、 当

該 受 給 者 に 代 わ り 、 当 該 保 険 医 療 機 関 等 の 請 求 に 基 づ き 支 払 う こ

と が で き る 。  

４  前 項 の 規 定 に よ る 支 払 が あ っ た と き は 、 受 給 者 に 対 し 福 祉 医 療

費 の 支 給 が あ っ た も の と み な す 。  

（ 平 ２ ２ 条 例 ３ ・ 平 ２ ８ 条 例 ８ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 未 支 給 の 福 祉 医 療 費 ）  

第 １ ０ 条  受 給 者 が 死 亡 し た た め 、 前 条 第 １ 項 に 定 め る 支 給 の 申 請
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を す る こ と が で き な い と き は 、 当 該 世 帯 主 又 は 遺 族 の う ち 市 長 が

定 め る 者 が 自 己 の 名 に お い て 申 請 す る こ と が で き る 。  

２  受 給 者 が 支 給 の 申 請 を し た 後 死 亡 し た た め 、 福 祉 医 療 費 の 支 給

が で き な い と き は 、 当 該 世 帯 主 又 は 遺 族 の う ち 市 長 が 定 め る 者 に

支 給 す る 。  

（ 平 ２ ２ 条 例 ３ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 福 祉 医 療 費 の 返 還 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 偽 り そ の 他 の 不 正 行 為 に よ り 、 福 祉 医 療 費 の 支

給 を 受 け た 者 が あ る と き は 、 そ の 者 か ら 当 該 支 給 を 受 け た 金 額 の

全 部 又 は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 平 ２ ２ 条 例 ３ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 受 給 権 の 譲 渡 等 の 禁 止 ）  

第 １ ２ 条  福 祉 医 療 費 の 支 給 を 受 け る 権 利 は 、 他 に 譲 り 渡 し 、 又 は

担 保 に 供 す る こ と は で き な い 。  

（ 平 ２ ２ 条 例 ３ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 届 出 義 務 ）  

第 １ ３ 条  受 給 者 は 、規 則 で 定 め る 事 項 に 該 当 す る に 至 っ た と き は 、

速 や か に 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 受 給 者 が 正 当 な 理 由 が な い に も か か わ ら ず 前 項 の 規 定

に よ る 届 出 を し な い と き は 、 福 祉 医 療 費 の 支 給 を 一 時 差 し 止 め る

こ と が で き る 。  

（ 平 ２ ２ 条 例 ３ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 委 任 ）  

第 １ ４ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必

要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 １ ７ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 の 診 療 に 係
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る 医 療 費 の 支 給 に つ い て は 、 な お 合 併 前 の 諫 早 市 福 祉 医 療 費 の 支

給 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ９ 年 諫 早 市 条 例 第 ３ ８ 号 ） 、 多 良 見 町 福

祉 医 療 費 の 支 給 に 関 す る 条 例（ 昭 和 ４ ９ 年 多 良 見 町 条 例 第 ２ ８ 号 ）、

森 山 町 福 祉 医 療 費 の 支 給 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ９ 年 森 山 町 条 例 第

２ ３ 号 ） 、 飯 盛 町 福 祉 医 療 費 の 支 給 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ９ 年 飯

盛 町 条 例 第 ３ ０ 号 ） 、 高 来 町 福 祉 医 療 費 の 支 給 に 関 す る 条 例 （ 昭

和 ４ ９ 年 高 来 町 条 例 第 ２ ３ 号 ） 又 は 小 長 井 町 福 祉 医 療 費 の 支 給 に

関 す る 条 例（ 昭 和 ４ ９ 年 小 長 井 町 条 例 第 ９ 号 ）（ 以 下 こ れ ら を「 合

併 前 の 条 例 」 と い う 。 ） の 例 に よ る 。  

３  前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 施 行 日 の 前 日 ま で に 、 合 併 前 の 条

例 の 規 定 に よ り な さ れ た 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 そ れ ぞ れ こ

の 条 例 の 相 当 規 定 に よ り な さ れ た 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 と み な

す 。  

附  則 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第 ２ ３ ３ 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 の 診 療 に 係 る 医 療 費 の 支 給 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則 （ 平 成 １ ８ 年 条 例 第 １ ３ 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 の 診 療 に 係

る 医 療 費 の 支 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  施 行 日 前 に 改 正 前 の 諫 早 市 福 祉 医 療 費 の 支 給 に 関 す る 条 例 第 ６

条 の 規 定 に よ り 受 給 資 格 の 認 定 を 受 け て い る 施 設 入 所 者 の 診 療 に

係 る 医 療 費 の 支 給 に つ い て は 、 改 正 後 の 諫 早 市 福 祉 医 療 費 の 支 給

に 関 す る 条 例 第 ３ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か

ら 平 成 １ ８ 年 ９ 月 ３ ０ 日 ま で は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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附  則 （ 平 成 １ ８ 年 条 例 第 ３ ７ 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 １ ８ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 の 診 療 に 係 る 医 療 費 の 支 給 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ０ 年 条 例 第 １ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ２ 年 条 例 第 ３ 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 諫 早 市 福 祉 医 療 費 の 支 給 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 こ の

条 例 の 施 行 の 日 以 後 の 診 療 に 係 る 福 祉 医 療 費 か ら 適 用 し 、 同 日 前

に 行 わ れ た 診 療 に 係 る 福 祉 医 療 費 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ２ 年 条 例 第 １ ３ 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ２ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 諫 早 市 福 祉 医 療 費 の 支 給 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 こ の

条 例 の 施 行 の 日 以 後 の 診 療 に 係 る 福 祉 医 療 費 か ら 適 用 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ４ 年 条 例 第 １ ７ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ４ 年 条 例 第 ２ ６ 号 ）  

こ の 条 例 は 、平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、第 １ 条 、

第 ３ 条 、 第 ５ 条 及 び 第 ７ 条 の 規 定 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行

す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ５ 年 条 例 第 １ ４ 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  
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１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第

２ 条 第 ３ 項 及 び 第 ５ 項 並 び に 第 ８ 条 の 改 正 規 定 並 び に 次 項 の 規 定

は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 諫 早 市 福 祉 医 療 費 の 支 給 に 関 す る 条 例

（ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 （ 第 ２ 条 第 ３ 項 及 び 第 ５ 項 並

び に 第 ８ 条 に 限 る 。 ） は 、 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 の

日 以 後 の 診 療 に 係 る 福 祉 医 療 費 か ら 適 用 し 、 同 日 前 に 行 わ れ た 診

療 に 係 る 福 祉 医 療 費 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  新 条 例 の 規 定（ 第 ２ 条 第 ３ 項 及 び 第 ５ 項 並 び に 第 ８ 条 を 除 く 。）

は 、 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 １ 日 以 後 の 診 療 に 係 る 福 祉 医 療 費 か ら 適 用

し 、 同 日 前 に 行 わ れ た 診 療 に 係 る 福 祉 医 療 費 に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ５ 年 条 例 第 ３ １ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ６ 年 １ 月 ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ６ 年 条 例 第 １ ９ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ６ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ８ 年 条 例 第 ８ 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ８ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 諫 早 市 福 祉 医 療 費 の 支 給 に 関 す る 条 例（ 以 下「 新 条 例 」

と い う 。 ） の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い

う 。 ） 以 後 の 診 療 に 係 る 福 祉 医 療 費 か ら 適 用 し 、 施 行 日 前 に 行 わ

れ た 診 療 に 係 る 福 祉 医 療 費 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 準 備 行 為 ）  

３  新 条 例 の 規 定 に よ る 受 給 資 格 の 認 定 の 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 施

行 日 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。  

 


